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【 庁 議 記 録 】

１ 日 時 令和５年 11 月 28 日（火）午前８時 52 分～午前 11 時 21 分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 市長 副市長 教育長 企画財政部長

総務部長 市民生活部長 福祉保健部長 子ども家庭部長

環境部長 都市建設部長 議会事務局長 教育部長

幹 事 政策室長

４ 欠席者

５ 会議結果

市 長 これより庁議を開催します。報告事項１「議会棟の会議室等での活用につ

いて」を報告してください。

部 長 現在、庁舎及び防災センターの会議室は、臨時的な事業等により、一部本

来の会議室として使用ができない状況もあることから、全庁的に会議、打合

せ、研修等を行う場所が不足している状況にあります。そこで、議会事務局

と調整し、議会運営に支障のない範囲で、12 月から議会棟の委員会室等を貸

し出すこととしました。議会会期中の使用中止等、一定の制限を設けた上で、

令和５年度は試行実施とします。実際の運用については、議会運営との調整

が必要であることから、議会事務局で行う予定です。

局 長 12月から議会棟を会議室等として使用できるよう10月５日開催の議会運

営委員会にて審議いただき、了承を得ています。これまでも委員会室等が空

いている場合には他部署へ貸し出しを行っているところですが、更に有効に

活用できるよう、ガルーンに掲載し、空き状況等を見える化するものです。

貸出の対象は、第１委員会室、第２委員会室、理事者控室です。応接室は議

員利用を最優先としたいため、ガルーンには掲載しませんが、明らかに空い

ている場合等については、使用可能であるため、その際は、議会事務局まで

連絡をいただければと思います。また、本会議場についても、原則貸出対象

外ですが、例えば市民生活部で実施した議場結婚式等、特別に利用を希望す

る行事等の場合には、議会事務局に相談いただければと思います。令和５年

度の試行実施を踏まえ、問題点や課題、議会運営自体への影響等を検証した

上で、令和６年度以降の本格運用について総務部と調整していきます。

副市長 予約はいつから開始ですか。

局 長 予約は 12 月より開始します。３月末までを予定していますが、使用状況

を踏まえ、３月の議会運営委員会で審議をお願いする予定です。
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副市長 行政視察が入った場合はどうなりますか。

局 長 行政視察を断ることのないよう、調整します。

副市長 時間外と土日祝日の対応はどのようになりますか。

局 長 担当部署の職員が同席する場合は可能とします。

市 長 続いて、報告事項２「障害者週間について」を報告してください。

部 長 障がいや障がいのある方への関心と理解を深めるとともに、障がいのある

方に社会参加の場を提供し、様々な活動に積極的に参加していただくための

機会を促進するために、毎年 12 月３日から９日までの１週間は、障害者基

本法で障害者週間として定められています。この期間を中心に、国、地方公

共団体、関係団体等において、様々な意識啓発に係る取組等が展開されてい

ます。狛江市においても 12 月４日から８日までの期間、市役所２階ロビー

で展示を行い、市内で活動する障がい者団体を紹介するとともに、７日及び

８日については、福祉作業所等で作っているポストカードやキャンドル、ク

ッキー等の販売を行います。また、令和５年度は例年の取組に加えて、障害

者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が求める情報の十

分な取得利用・円滑な意思疎通に向けた取組の一環として、12月５日には聴

覚障がいをはじめとする障がいのある方向けのスマホ教室を、また６日には、

高齢者や障がいのある方等、多様な方々の視点に立って配慮や行動する姿勢

を養うとともに、具体的なサポートの手法を学ぶことができるユニバーサル

マナー講座を開催します。こちらの講座は、市民の方に加え、掲示板で案内

のとおり、研修の一環として職員も参加可能です。申込期限は過ぎています

が、11 月 30 日午前中まではワークフローにて受け付けるため、窓口対応が

多い職場を中心に、所属職員への周知及び積極的な受講をお願いします。

なお、視覚障がいのある方から市から発送する郵送物には点字を貼付する

よう求められております。希望者のリストを高齢障がい課で保有しているた

め、給付金等、市から一斉に発送するような業務を行う場合には、希望者へ

の点字の対応ができているか、今一度、確認いただき、対応の徹底をお願い

します。不明な場合は、障がい者支援係まで問合せいただきますようお願い

します。視覚に障がいがある方にメールを送る際は、読み上げソフトが対応

しやすいワード形式のファイルを使用する等、日々の業務においても配慮で

きることはあります。市から発送する情報は、市民にとって重要なものが多

く、適切に伝わっていないと受けられるサービスが受けられず、もらえる手

当や助成がもらえないことも想定されます。そのようなことのないよう改め

て障がい者の情報保障について、配慮をお願いするとともに、この機会を通

じて障がい福祉についての理解と関心を深めていただくように所属職員へ

の啓発等をお願いします。
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市 長 ユニバーサルマナー講座について、職員は研修として出席するということ

でしょうか。

部 長 研修として参加します。

副市長 ワード文書でメールを送るよう説明がありましたが、一部読み替えができ

ない場合があるため、テキスト付きの PDF としてください。

市 長 続いて、報告事項３「令和５年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付

金の追加的給付について」を報告してください。

部 長 本給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特

に家計への影響が大きい住民税非課税世帯及び均等割のみ課税の世帯に対

する臨時的な措置として、給付金３万円を支給していますが、11 月に閣議決

定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、追加的給付を

実施するものです。追加支給額は７万円、対象となる世帯は約 9,900 世帯の

見込みです。申請受付期日は１月 31 日とし、追加的給付の実施に伴い、当

初給付金３万円の受付期日も同日まで延長します。執務室は引き続き 502 会

議室、現在開設しているナビダイヤルも継続しますが、今後予定されている

光電話回線の乗り換えを踏まえて調整しているところです。今後の大まかな

スケジュールとして、12月下旬に当初給付金未支給の対象世帯（令和５年１

月２日以降に狛江市への転入者を除く）へ勧奨通知を発送します。周知は、

広報こまえ１月１日号等で実施します。１月上旬には当初給付金を受給した

世帯へ追加回目の通知を発送し、支給は１月中旬に１回目、翌月以降も中旬

頃に支給し、１月 31 日に受付終了とします。

なお、国から詳細な情報が示されていないため、今後の情報によっては対

象世帯やスケジュールが変更になる可能性があります。

市 長 その他ありますか。

部 長 市職員のマイナンバーカードの取得についてです。マイナンバーカードは、

政府全体で、令和４年度末までに、ほぼ全国民に行き渡ることを目指して、

その普及促進に取り組んできたところであり、市においても取得促進のため

令和４年３月に狛江市マイナサポートセンターを開設し、マイナンバーカー

ドの申請サポートやマイナポイントの手続等、市民に寄り添った取組を進め

てきたところです。市の職員に対しても同様に、職員課による通知の発出や

申請サポートといった取得促進に関する取組を実施してきましたが、令和５

年３月末時点における職員の取得率は 65％と、市民に対するカードの交付

率 67.6％を下回る結果となっています。市民に対して取得を促している行

政としては、引き続き職員の取得率について 100％を目指さなければならな

いと考えているところであり、これまでのマイナポイントの付与といった、

カード取得に向けたインセンティブ方策が落ち着きを見せており、健康保険
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証のマイナンバーカードへの一本化や運転免許証との一体化が検討されて

いる等、今後はカードの様々な用途への活用にシフトしてきている状況にあ

ると考えており、この機会を捉え、改めて職員のカード取得状況を確認・推

進することを目的として、12 月 31 日時点の取得状況調査を１月に全職員を

対象に実施します。詳細については、庁議終了後に通知を発出するため、回

答をお願いします。カードを取得をしていない職員においては、カード取得

の趣旨を改めて理解いただくとともに、自らが率先してマイナンバーカード

を取得するようお願いします。

市 長 カード取得を強制するものではありませんが、今後は出退勤等にマイナン

バーカードを活用する可能性もあるため、積極的に取得をお願いします。他

にありますか。

部 長 新型コロナワクチン集団接種の終了についてです。新型コロナワクチンに

ついては、９月 20 日から３月 31 日まで令和５年秋開始接種として１人１回

追加接種を受けることが可能ですが、今般接種需要に一定の目途が立ったこ

とから、集団接種は 11 月 26 日をもって終了し、今後は個別接種のみで実施

します。防災センター３階会議室や市役所ロビーの使用に協力いただいた各

部署に御礼申し上げます。

市 長 他にありますか。

部 長 グリーンスローモビリティ実証運行終了の報告についてです。10月 25 日

庁議で報告したグリーンスローモビリティ実証運行について、11 月 15 日、

16 日、18 日、19 日、21 日及び 22 日の６日間、グリーンスローモビリティ

実証運行及びキッチンカー出店等支援を実施しました。グリーンスローモビ

リティについては、和泉多摩川駅周辺から水神前を経由し、慈恵第三病院ま

で運行、１日７便、６日間で 42 便、合計延 205 人に乗車いただき、64 件の

アンケートが寄せられました。キッチンカーイベントについては、水神前、

西河原公園で４日間出店し、452 組に利用していただくことができました。

今後、委託事業者から提出される実施結果や考察等をまとめた報告書をもと

に、狛江市にあった次世代交通への検証を進めていきたいと考えています。

市 長 乗車した感想等ありますか。

部 長 多摩川というロケーションと車両が透けていて心地よかったです。土手が

走れるのが大きいと思います。

市 長 他にありますか。

部 長 ラッピングバスの披露会です。小田急バスで入社１～３年目の若手社員を

中心とした「営業所事務係業務改善プロジェクト」より、地域により馴染む

取組としてラッピングバスの提案がなされ、狛江市教育委員会に相談の上、

校長会で絵の作品公募の協力依頼がありました。結果、223 点の応募作品か
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ら 20作品をラッピングバスのデザインとして決定し、12 月 10 日午前 10 時

に狛江第一小学校校庭において、ラッピングバスに選定された児童及び保護

者を招き、ラッピングバスの披露会を実施し、市長も出席されます。

なお、当該バスは 12 月 10 日午後より、調 01系統（調布駅～多摩川住宅）、

境 91 系統（狛江駅～武蔵境駅）、玉 08系統（調布駅～二子玉川駅）、玉 07 系

統（成城学園前駅～二子玉川駅）にて、運行する旨の報告がありました。

市 長 審議事項１「令和５年狛江市議会第４回定例会一般質問対応について」、

18 番佐々木貴史議員です。

部 長 「１ 国の総合経済対策について」は、国が示す経済対策の内容と取組、

市における具体的な取組に関する質問があります。

部 長 「２ 安全・安心なまちづくりについて」は、特殊詐欺防止対策、防犯カ

メラに関する質問があります。

部 長 「３ 市民要望の実現に向けて」については、（仮称）駒井公園のワーク

ショップや次世代交通システム、ぽかぽか広場に関する質問があります。

部 長 また、災害時の仮設トイレに関する質問があります。

市 長 次に、16番石川和広議員です。

部 長 「１ 『聞こえ』に困っている方への福祉的支援について」は、補聴器補

助や市の支援に関する質問があります。

部 長 「２ 『狛江団地周辺地区に関するまちづくり』について」は、建替えに

ついての都の方針、検討の状況に関する質問があります。

部 長 また、狛江団地周辺地区に関するまちづくりの今後の展開や優先課題に関

する質問があります。

部 長 「３ 将来を見据えたまちづくりについて」は、公共施設整備における対

応や旧狛江第四小学校跡地利用等に関する質問があります。

市 長 次に、15番小野寺克己議員です。

部 長 「１ つながり支え合うまち狛江」については、自治会のあり方、地域コ

ミュニティの現状や応援条例に関する質問があります。

部 長 「２ 『ポイ捨て』防止対策の推進について」は、ポイ捨て防止対策やク

リーン大作戦、美化活動に関する質問があります。

市 長 次に、17番山田幸子議員です。

部 長 「１ 学びの充実について」は、幼保小架け橋プログラムの推進に関する

質問があります。

部 長 「２ 子どもがのびのびと育つ環境づくりについて」は、こども条例、こ

ども誰でも保育園、KoKoA に関する質問があります。

部 長 「３ 女性の健康支援について」は、女性の健康支援や課題に関する質

問があります。
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市 長 次に、６番三宅まこと議員です。

部 長 「１ 狛江で人生を終うときにやるべきこと、知っておくべきこと」につ

いては、多死社会の現状や行政の取組状況、エンディングノート等に関する

質問があります。

部 長 「２ 隙間のない認知症対策をしていくために」については、認知症対策

やアクティブシニア、シルバーDISCO に関する質問があります。

部 長 「３ 狛江市の新しいまちづくりの在り方」については、市民ひろば整備

に関する質問があります。

部 長 また、新図書館、市民センター図書コーナーにおける企画展示に関する質

問があります。

部 長 また、ほこみちフォーラム等に関する質問があります。

市 長 次に、５番きたみまさし議員です。

部 長 「１ 狛江市における外国人住民の現状と課題」については、市の外国人

住民の現状や課題に関する質問があります。

部 長 また、災害時の外国人対応に関する質問があります。

部 長 「２ ペーパーレス化の現状と更なる推進に向けて」については、デジ

タルデバイス普及に関する質問があります。

部 長 「３ 古墳を軸としたマイクロツーリズムの新たな可能性について」は、

狛江の古墳の魅力や、マイクロツーリズム等に関する質問があります。

市 長 次に、３番髙木さとこ議員です。

部 長 「１ リジェネラティブ（環境再生型）農地づくりの取組を市民参加では

じめるために」については、市民農園等に関する質問があります。

部 長 「２ 野川サイクリングロード上の損傷箇所を外環道路工事事業者が無断

修復したことによる住民不安に対応するために」については、無断修復の状

況と市のこれまでの対応、今後の対応方針に関する質問があります。

市 長 次に、４番吉野芳子議員です。

部 長 「１ 誰もが健やかに生活するために」については、睡眠、依存症、ふら

っとなんぶ等に関する質問があります。

部 長 「２ 安心して暮らせるまちをめざして」については、消費生活相談やト

ラブル事例に関する質問があります。

市 長 次に、１番小木哲朗議員です。

部 長 「１ 『狛江ロケーションサービス』成果と提言」については、ロケーシ

ョンサービス、ほこみちとまちづくりラボへの期待に関する質問があります。

部 長 「２ 子どもたちを守りたい」については、性犯罪、不登校対策に関する

質問があります。

部 長 「３ 介護保険 市民の疑問から」については、保険料の決定方法やサー
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ビスの現状に関する質問があります。

市 長 次に、２番ひらい里美議員です。

部 長 「１ 安心して暮らせる狛江への課題」については、PFAS 調査、東京外郭

環状道路工事に関する質問があります。

部 長 また、狛江団地や多摩川住宅建替えに関する質問があります。

部 長 また、自衛隊への名簿提供に関する質問があります。

部 長 「２ 新図書館建設のための統廃合が市民生活に及ぼす影響」については、

市民活動支援センターに関する質問があります。

部 長 また、図書館・中央公民館休館に関する質問があります

部 長 また、駄倉小学生クラブ廃止に関する質問があります。

市 長 次に、９番三角たけひさ議員です。

部 長 「１ 全小学校にグローブ寄贈」については、小学生のスポーツに関する

質問があります。

部 長 「２ 注目されるオブスタクルスポーツ」については、オブスタクルスポ

ーツを取り巻く環境に関する質問があります。

部 長 「３ グラウンド・公園の整備と管理の在り方」については、小足立児童

グラウンドの人工芝化や供養塚公園へのトイレ設置等に関する質問があり

ます。

市 長 次に、10番太田久美子議員です。

部 長 「１ 狛江の未来につながる公共交通」については、交通政策の方向性

や交通需要に関する質問があります。

部 長 「２ 学校の働き方改革」については、学校の働き方改革プラン、教員の

勤務実態や課題等に関する質問があります。

部 長 「１ 盲ろう者支援理解について」は、盲ろう者のコミュニケーション方

法や窓口対応等、あいとぴあセンターの磁器ループに関する質問があります。

部 長 「２ 狛江市休日薬局の運営について」は、薬剤師報酬等に関する質問が

あります。

市 長 次に、21番栗山欽行議員です。

部 長 「１ 東京都水道局狛江緊急資材置場の共同活用について」は、これまで

の動きや今後の方針に関する質問があります。

部 長 「２ 長寿社会を支える施策について」は、フレイル予防に関する質問が

あります。

部 長 「３ 持続可能なまちづくりについてⅡ」は、狛江駅・和泉多摩川周辺の

まちづくり、多摩川利活用に関する質問があります。

市 長 次に、22番石井功議員です。
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部 長 「１ 郷土資料館と文化財について」は、旧狛江第四小学校の文化財や郷

土資料館に関する質問があります。

部 長 「２ 狛江市の人口について」は、人口減少に関する質問があります。

市 長 次に、７番山田みちこ議員です。

部 長 「１ 安心安全について」は、道路修繕計画や LINE 通報システム、市道・

私道に関する質問があります。

部 長 「２ ふらっとなんぶについて」は、現状と課題に関する質問があります。

部 長 また、グリーフケアに関する質問があります。

部 長 「３ 市民要望」については、公共施設の障がい者駐車スペースに関する

質問があります。

部 長 また、学童のお弁当の対応に関する質問があります。

市 長 次に、８番しの浩司議員です。

部 長 「１ まちづくりについて」は、狛江団地建替計画、地区計画、市道整備、

暗渠等に関する質問があります。

市 長 次に、13番宮坂良子議員です。

部 長 「１ 必要な人が安心して利用できる介護保険に」については、介護保険

制度に関する質問があります。

部 長 「２ 難聴者が元気に暮らせるように～補聴器購入の助成を」については、

補聴器の助成、聞こえの相談に関する質問があります。

部 長 「３ 狛江団地の建て替え問題について」は、現状等に関する質問があり

ます。

市 長 次に、14番西村あつ子議員です。

部 長 「１ 様々な課題解決に向けて」については、イベントの警備体制等に関

する質問があります。

部 長 また、児童相談所の充実やサテライトオフィスに関する質問があります。

部 長 「２ 市民生活支援について」は、各種支援金の実績等に関する質問があ

ります。

市 長 次に、11番荒木てつ議員です。

部 長 「１ 教育環境の充実について」は、教員増員のための教育予算、労働安

全衛生、不登校児童・生徒への支援、全国学力・学習状況調査に関する質問

があります。

部 長 「２ 子どもの権利条例について」は、取組状況やスケジュールに関する

質問があります。

部 長 「３ 市民要望について」は、カーブミラーの設置基準、猪方交番前交差

点の安全対策に関する質問があります。

市 長 次に、21番岡村しん議員です。
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部 長 「１ 外郭環状道路について」は、現状や野川サイクリング道路の埋め戻

し等に関する質問があります。

部 長 「２ 国民健康保険について」は、現状と課題に関する質問があります。

部 長 「３ 子育てしやすいまちづくり」については、学童クラブの待機児対策、

18 歳までの医療費の所得制限撤廃等に関する質問があります。

市 長 他になければ、以上で本日の庁議を終了します。次回の庁議は、12月５日

午前９時 00分から開催します。


